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―
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
最
近
の
動
向
を
踏
ま
え
て
―

同
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
法
的
保
護
の
可
能
性

新

島

一

彦

Ⅰ

は
じ
め
に

昨
今
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
増
え
て
き
た
。「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
は
、L

esbian

（
女
性
同
性
愛
者
）、G

ay

（
男
性

同
性
愛
者
）、B

isexual

（
両
性
愛
者
）、T

ransgender

（
性
転
換
者
、
異
装
愛
者
、
性
別
越
境
者
）
の
頭
文
字
を
取
っ
た
も
の
で
、
性
的

指
向
と
性
自
認
に
関
す
る
性
的
少
数
者
の
総
称
で
あ（
1
）る。
と
く
に
渋
谷
区
が
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
」
を
制
定
し
た
こ

と
が
話
題
に
な
り
、「
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
や
「
同
性
婚
」
に
関
す
る
報
道
が
多
く
な
っ
て
い（
2
）る。
ま
た
、
二
〇
一
九
年
二
月
一

Ⅰ

は
じ
め
に

Ⅱ

同
性
カ
ッ
プ
ル
の
一
方
か
ら
「
不
貞
行
為
」
を
し
た

他
方
へ
の
慰
謝
料
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例

Ⅲ

現
行
法
に
お
け
る
同
性
カ
ッ
プ
ル
へ
の
対
応

Ⅳ

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
法
的
保
護
の
現
状

Ⅴ

内
縁
（
事
実
婚
）
保
護
法
理
と
そ
の
適
用
可
能
性

Ⅵ

お
わ
り
に
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四
日
に
は
、
民
法
や
戸
籍
法
の
規
定
は
違
憲
だ
と
し
て
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
一
三
組
が
、
国
を
相
手
に
一
人
あ
た
り
一
〇
〇
万
円
の
賠
償
を

求
め
、
札
幌
、
東
京
、
名
古
屋
、
大
阪
の
四
地
裁
に
一
斉
提
訴
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い（
3
）る。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
Ｅ
Ｍ
Ａ
日（
4
）本」
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年
五
月
現
在
、
二
八
カ
国
（
地
域
）
が
同
性
婚
を
認
め
、
二
三
カ
国
（
地

域
）
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
認
め
て
い（
5
）る。（
図
表
1
参
照
）
さ
ら
に
平
成
二
七
年
六
月
に
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
が
下
し
た

「
同
性
婚
」
を
実
質
的
に
認
め
る
判（
6
）決に
対
す
る
関
心
が
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
育
現
場
に
お
い
て
も
文
部
科
学
省
が
「
性
的
少
数

者
」
に
対
す
る
対
応
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
い（
7
）る。

本
稿
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
解
消
と
慰
謝
料
請
求
に
関
す
る
令
和
元
年
月
九
月
一
八
日
の
宇
都
宮
地
方
裁
判
所
真
岡
支
部
の
判
決

と
、
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
令
和
二
年
三
月
四
日
の
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
素
材
と
し
て
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
法
的
保
護
の
可

能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
際
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
に
対
す
る
現
行
法
制
度
に
お
け
る
法
的
保
護
の
現
状
に
つ
き
、
立
法
、
行
政
、
国
際

組
織
（
国
連
）
な
ど
の
状
況
を
概
観
し
な
が
ら
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
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法律施行日
2001年4月1日
2003年6月1日
2005年7月3日
2005年7月20日
2006年11月30日
2009年1月1日
2009年5月1日
2010年6月5日
2010年6月27日
2010年7月22日
2012年6月15日
2013年5月16日
2013年5月18日
2013年8月5日
2013年8月19日
2014年3月29日※
2015年1月1日
2015年6月26日
2015年11月16日
2016年4月28日
2017年3月1日
2017年9月1日
2017年10月1日
2017年12月9日
2019年1月1日
2019年5月24日
2019年6月12日
2020年5月26日

国 名
オランダ
ベルギー
スペイン
カナダ
南アフリカ
ノルウェー
スウェーデン
ポルトガル
アイスランド
アルゼンチン
デンマーク
ブラジル
フランス
ウルグアイ
ニュージーランド
英国
ルクセンブルク
米国
アイルランド
コロンビア
フィンランド
マルタ
ドイツ
オーストラリア
オーストリア
台湾
エクアドル
コスタリカ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
出典：NPO 法人ＥＭＡ日本
※英国は2014年3月にイングランドとウェールズにお
いて、2014年12月にスコットランドにおいて、2020
年1月に北アイルランドにおいてそれぞれ同性婚が
認められた。

【図表1】
同性婚が認められている国・地域

（2020年5月現在）

Ⅱ

同
性
カ
ッ
プ
ル
の
一
方
か
ら
「
不
貞
行
為
」
を
し
た
他
方
へ
の

慰
謝
料
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
真
岡
支
部

令
和
元
年
九
月
一
八
日
判
決
（
裁
判
所
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
）

東
京
地
方
裁
判
所

令
和
二
年
三
月
四
日
判
決
（
裁
判
所
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
）
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【
事
実
の
概
要
】

Ｘ
女
（
昭
和
五
六
年
生
ま
れ
）
と
Y1
女
（
昭
和
六
二
年
生
ま
れ
）
は
、
平
成
二
一
年
一
月
頃
に
レ
ズ
ビ
ア
ン
を
対
象
と
し
た
ク
ラ
ブ
の

イ
ベ
ン
ト
で
知
り
合
い
、
同
年
三
月
か
ら
交
際
を
開
始
し
、
平
成
二
二
年
二
月
か
ら
同
居
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
六
年
一
二
月

二
九
日
、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
婚
姻
登
録
証
明
書
を
取
得
し
、
同
州
内
で
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
ま
た
、
平
成
二
七
年
五
月
一
〇
日
に

は
、
日
本
に
お
い
て
も
結
婚
式
を
挙
げ
、
披
露
宴
も
開
催
し
た
。
両
者
は
、
第
三
者
か
ら
の
精
子
提
供
に
よ
る
人
工
授
精
を
受
け
て
出
産

し
、
両
者
で
育
て
る
こ
と
を
計
画
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
提
供
者
を
募
集
し
、
募
集
に
応
じ
た
Y2
（
身
体
的
に
は
男
性
だ
が
、
精
神
的
に

は
女
性
で
あ
り
、
当
時
は
戸
籍
上
も
男
性
。
後
に
性
同
一
性
障
害
者
と
し
て
戸
籍
上
の
性
別
を
女
性
に
変
更
）
に
精
子
提
供
を
依
頼
し
た
。

Y2
の
精
子
の
状
態
が
良
く
な
い
こ
と
か
ら
、
人
工
授
精
で
は
な
く
顕
微
授
精
を
行
い
妊
娠
し
た
が
、
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
二
日
流
産
し

た
。
そ
こ
で
、
Y1
は
、
Y2
本
人
か
ら
シ
リ
ン
ジ
法
（
採
取
し
た
精
液
を
シ
リ
ン
ジ
（
注
射
器
）
で
膣
内
に
注
入
す
る
こ
と
）
で
の
精
子
提

供
を
受
け
る
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
と
考
え
、
平
成
二
八
年
一
二
月
二
八
日
か
ら
平
成
二
九
年
一
月
三
日
ま
で
、
Y2
の
ア
パ
ー
ト
に
宿
泊
し

た
。
Y1
は
Ｘ
の
元
に
戻
る
な
り
、
Ｘ
に
対
し
て
「
私
は
Ｘ
の
こ
と
が
好
き
だ
け
ど
、
Y2
の
こ
と
も
好
き
に
な
っ
た
。
両
方
と
付
き
合
っ
て

い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
、
Y1
、
Y2
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
Y1
は
Y2
と
挿
入
を
除
い
た
性
行
為
（
ペ
ッ
テ
ィ

ン
グ
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
話
し
合
い
の
結
果
、
Ｘ
と
Y1
の
今
後
の
関
係
は
、
両
者
の
決
定
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ

の
後
、
Y1
と
Y2
は
連
絡
を
取
ら
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
Ｘ
と
Y1
は
同
居
を
継
続
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
Y1
は
、
Ｘ
で
な
く
Y2
を
選
ぶ

こ
と
を
Ｘ
に
伝
え
、
Y1
は
平
成
二
九
年
一
月
一
二
日
に
Ｘ
と
同
居
し
て
い
た
ア
パ
ー
ト
を
出
て
友
人
宅
に
宿
泊
す
る
よ
う
に
な
り
、
同
月

二
七
日
、
ア
パ
ー
ト
か
ら
荷
物
を
搬
出
し
、
Ｘ
と
の
別
居
を
開
始
し
た
。

Y1
と
Y2
は
不
妊
治
療
を
開
始
し
、
平
成
三
〇
年
八
月
九
日
に
長
女
を
出
産
し
、
同
月
一
五
日
婚
姻
し
た
。
し
か
し
、
Y2
が
同
月
性
別
適

合
手
術
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
同
年
九
月
一
九
日
に
離
婚
し
た
。
Y2
は
同
年
一
一
月
二
七
日
に
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
扱
い
の
特
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例
に
関
す
る
法
律
三
条
の
裁
判
が
確
定
し
、
戸
籍
上
女
性
と
な
っ
た
。

Ｘ
は
、
Y1
と
Y2
に
対
し
、
両
者
が
不
貞
行
為
を
行
っ
た
結
果
、
Ｘ
と
Y1
の
同
性
の
事
実
婚
（
内
縁
関
係
）
が
破
綻
し
た
と
し
て
、
共
同

不
法
行
為
に
基
づ
き
、
婚
姻
関
係
の
解
消
に
伴
う
費
用
等
相
当
額
三
三
七
万
四
〇
〇
〇
円
及
び
慰
謝
料
三
〇
〇
万
円
を
求
め
る
訴
訟
を
起

こ
し
た
。

第
一
審
は
、
Ｘ
の
請
求
の
う
ち
Y1
に
対
し
て
一
一
〇
万
円
、
弁
護
士
費
用
一
〇
万
円
の
限
度
で
支
払
い
を
命
じ
、
Y2
に
対
す
る
請
求
は

棄
却
さ
れ
た
。

こ
の
判
決
に
対
し
、
Y1
、
Y2
は
控
訴
。
Ｘ
は
Y1
に
対
し
、
さ
ら
に
慰
謝
料
二
〇
〇
万
円
の
支
払
い
を
求
め
る
附
帯
控
訴
を
し
た
。

第
二
審
は
、
い
ず
れ
の
控
訴
も
棄
却
し
、
第
一
審
の
結
論
が
維
持
さ
れ
た
。

【
第
二
審
に
お
け
る
裁
判
上
の
争
点
】

一

権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
の
有
無

二

Y1
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
Ｘ
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し
た
か
否
か

三

因
果
関
係
・
損
害
に
つ
い
て

裁
判
上
の
争
点
に
関
す
る
第
二
審
の
判
断
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
の
有
無

Ｘ
と
Y1
と
の
関
係
は
、
他
人
同
士
が
生
活
を
共
に
す
る
単
な
る
同
居
で
は
な
く
、
同
性
同
士
で
あ
る
た
め
に
法
律
上
の
婚
姻
の
届
出
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は
で
き
な
い
も
の
の
、
で
き
る
限
り
社
会
観
念
上
夫
婦
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

平
成
二
八
年
一
二
月
当
時
、
男
女
が
相
協
力
し
て
夫
婦
と
し
て
の
生
活
を
営
む
結
合
と
し
て
の
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
Y1
と
Ｘ
は
、
少
な
く
と
も
民
法
上
の
不
法
行
為
に
関
し
て
、
互
い
に
、
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
か
ら
生

じ
る
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
同
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
に
お
い
て
も
、
両
者
間
の
合
意
に
よ
り
、
婚
姻
関
係
に
あ
る
夫
婦
と
同
様
の
貞
操
義
務
等
を
負
う

こ
と
自
体
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
上
、
世
界
的
に
み
れ
ば
、
令
和
元
年
五
月
時
点
に
お
い
て
、
同
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
に
つ

き
、
同
性
婚
を
認
め
る
国
・
地
域
が
二
五
を
超
え
て
お
り
、
こ
れ
に
加
え
て
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
等
の
関
係
を
公
的
に
認
証
す
る

制
度
を
採
用
す
る
国
・
地
域
は
世
界
中
の
約
二
〇
％
に
上
っ
て
お
り
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制

度
を
採
用
す
る
地
方
自
治
体
が
現
れ
て
き
て
い
る
と
い
っ
た
近
時
の
社
会
情
勢
を
併
せ
考
慮
す
れ
ば
、
Y1
と
Ｘ
の
本
件
関
係
が
同
性
同

士
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
Ｘ
が
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二

Y1
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
Ｘ
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し
た
か
否
か

Y1
と
Ｘ
は
、
互
い
に
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
か
ら
生
じ
る
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Y1
が
Ｘ
以
外

の
者
と
性
的
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
本
件
関
係
の
解
消
を
や
む
な
く
さ
れ
た
場
合
、
Ｘ
は
、
Ｘ
の
有
す
る
不
法
行
為
に
関
し
て

法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
Y1
に
対
し
、
そ
の
損
害
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

三

因
果
関
係
・
損
害
に
つ
い
て

争
点
二
で
検
討
し
た
と
お
り
、
Ｘ
は
、
Y1
が
Y2
と
性
的
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
本
件
関
係
の
解
消
を
や
む
な
く
さ
れ
た
も
の
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と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
、
Y1
に
対
し
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

損
害
額
に
つ
い
て
は
、
Y1
と
Ｘ
と
の
関
係
は
法
律
上
認
め
ら
れ
た
婚
姻
関
係
で
は
な
く
、
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
で
あ
る
こ
と
な
ど
の

本
件
に
現
れ
た
一
切
の
事
情
を
総
合
す
れ
ば
、
Ｘ
の
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
料
は
一
〇
〇
万
円
が
相
当
で
あ
る
。

Ｘ
は
、
事
実
上
の
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら
、
異
性
と
同
性
と
で
法
律
上
の
保
護
に
値
す
る
利
益
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
は
性
別
に
よ
る

取
り
扱
い
の
差
別
で
あ
る
旨
主
張
す
る
が
、
性
別
に
よ
っ
て
差
異
を
設
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
婚
姻
に
準
ず
る
程
度
と
そ
の
保
護
の

程
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
の
実
態
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

【
判
決
の
検（
8
）討】

（
ア
）
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
の
有
無
に
つ
い
て

第
一
審
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
間
の
関
係
が
内
縁
関
係
（
事
実
婚
）
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、「
・
・
・

そ
う
す
る
と
、
法
律
上
同
性
婚
を
認
め
る
か
否
か
は
別
論
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
態
を
見
て
内
縁
関
係
と
同
視
で
き
る

生
活
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
縁
関
係
に
準
じ
た
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
が
認
め
ら
れ
、
不
法

行
為
法
上
の
保
護
を
受
け
得
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
近
時
、
価
値
観
や
生
活
形
態
が
多
様

化
し
、
婚
姻
を
男
女
間
に
限
る
必
然
性
が
あ
る
と
は
断
じ
難
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
世
界
的
に
見
て
も
、
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
間
の
婚
姻

を
法
律
上
も
認
め
る
制
度
を
採
用
す
る
国
が
存
在
す
る
し
、
法
律
上
の
婚
姻
ま
で
も
認
め
な
い
と
し
て
も
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
間
の
関
係
を

公
的
に
認
証
す
る
制
度
を
採
用
す
る
国
も
か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
る
こ
と
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
す
る

地
方
自
治
体
が
現
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
公
知
の
事
実
で
あ
る
。
か
か
る
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
る
と
、
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
実
態
に
応
じ
て
、
一
定
の
法
的
保
護
を
与
え
る
必
要
性
は
高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。（
婚
姻
届
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
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に
自
ら
の
意
思
に
よ
り
提
出
し
な
い
事
実
婚
の
場
合
と
比
べ
て
、
法
律
上
婚
姻
届
を
提
出
し
た
く
て
も
法
律
上
そ
れ
が
で
き
な
い
同
性
婚

の
場
合
に
、
お
よ
そ
一
切
の
法
的
保
護
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
は
見
い
だ
し
難
い
。）
ま
た
、
憲
法
二
四
条
一
項
が
、

「
婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
」
と
し
て
い
る
の
も
、
憲
法
制
定
当
時
は
同
性
婚
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら

に
す
ぎ
ず
、
お
よ
そ
同
性
婚
を
否
定
す
る
趣
旨
と
ま
で
は
解
さ
れ
な
い
（
傍
線
筆
者
）
か
ら
、
前
記
の
と
お
り
解
す
る
こ
と
が
憲
法
に
反

す
る
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
審
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
の
判
断
を
支
持
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
間
の
関
係
が
、
内
縁
関
係
（
事
実
婚
）
と
し
て
法
的
保
護
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
明
言
し
、
さ
ら
に
、

憲
法
二
四
条
の
規
定
に
も
反
し
な
い
と
踏
み
込
ん
で
い
る
点
は
、
注
目
に
値
す（
9
）る。

（
イ
）
内
縁
保
護
法
理
の
採
用

本
判
決
の
最
も
大
き
な
意
義
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
が
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
（
内
縁
・
事
実
婚
）
と
認
め
ら
れ
た
点
に
あ
る
。
そ

し
て
、
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
と
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
同
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
関
係
の
解
消
に
お
い
て
、
解
消
の
原
因
を
作
っ
た
一
方
当

事
者
に
対
し
て
慰
謝
料
請
求
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

本
件
の
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
実
態
が
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
に
あ
る
と
し
た
こ
と
に
つ
き
、
第
一
審
判
決
は
、
①
Ｘ
Y1
間
の
同
居
が
約
七
年

間
と
い
う
長
期
に
渡
る
こ
と
、
②
Ｘ
が
Y1
の
人
工
授
精
に
協
力
し
、
Y1
と
そ
の
子
と
住
む
た
め
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
た
こ
と
な
ど
、

互
い
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
意
思
が
存
在
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
審
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
、

現
代
の
社
会
情
勢
を
よ
り
正
確
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
そ
も
そ
も
同
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
に
お
い
て
も
、
両
者
間
の
合
意
に
よ
り
、
婚
姻
関
係
に
あ
る
夫
婦
と
同
様
の
貞
操
義
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務
等
を
負
う
こ
と
自
体
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
上
、（
傍
線
筆
者
）
世
界
的
に
み
れ
ば
、
令
和
元
年
五
月
時
点
に
お
い
て
、
同

性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
に
つ
き
、
同
性
婚
を
認
め
る
国
・
地
域
が
二
五
を
超
え
て
お
り
、
こ
れ
加
え
て
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
等
の
関
係

を
公
的
に
認
証
す
る
制
度
を
採
用
す
る
国
・
地
域
は
世
界
中
の
約
二
〇
％
に
上
っ
て
お
り
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
を
採
用
す
る
地
方
自
治
体
が
現
れ
て
き
て
い
る
と
い
っ
た
近
時
の
社
会
情
勢
を
併
せ
考
慮
す
れ
ば
（
傍
線
筆
者
）、

Y2
と
Y1
の
本
件
関
係
が
同
性
同
士
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
Ｘ
が
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。」
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

同
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
を
婚
姻
に
準
ず
る
も
の
と
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
判
例
が
培
っ
て
き
た
「
内
縁
保
護
法
理
」
を

適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
内
縁
の
不
当
破
棄
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
を
認
め
た
最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
一
日
（
民
集
一
二
巻
五

号
七
八
九
頁
）
の
論
理
を
採
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
ウ
）
慰
謝
料
請
求
権
の
認
容

両
判
決
の
も
う
一
つ
の
意
義
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
一
方
の
「
不
貞
行
為
」
に
つ
き
、
不
法
行
為
と
し
て
他
方
か
ら
の
慰
謝
料
請
求
権

を
異
性
間
の
カ
ッ
プ
ル
（
婚
姻
・
内
縁
・
事
実
婚
）
と
同
様
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
内
縁
の
不
当
破
棄
を
原
因
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
性
質
に
関
し
て
、
判
例
は
、
婚
姻
予
約
の
不
履
行
や
準
婚
理
論
に

よ
る
不
法
行
為
を
理
由
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
し
て
い（
10
）る。

第
一
審
で
は
、「
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
態
を
見
て
内
縁
関
係
と
同
視
で
き
る
生
活
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
縁
関
係
に
準
じ
た
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
が
認
め
ら
れ
、
不
法
行
為
上
の
保
護
を
受
け
得
る
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
（
な
お
、
現
行
法
上
、
婚
姻
が
男
女
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
婚
姻
関
係
に
準
じ
る
内
縁
関
係
（
事
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実
婚
）
自
体
は
、
少
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
、
飽
く
ま
で
男
女
間
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
同
性
婚
を
内
縁
関

係
（
事
実
婚
）
そ
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
）。」
と
し
、「
・
・
・
こ
れ
ら
の
事
実
関
係
に
照
ら
す
と
、
Ｘ

及
び
Y1
は
、
日
本
で
は
法
律
上
の
婚
姻
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
正
式
な
婚
姻
届
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
生
殖
上
の
理
由
か

ら
二
人
双
方
の
血
の
つ
な
が
っ
た
子
を
も
う
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
面
で
は
、
男
女
間
の
婚

姻
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
実
態
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
内
縁
関
係
と
同
視
で
き
る
生
活
関
係
に
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
し
て
、
内
縁
関
係
の
不
当
破
棄
と
し
て
慰
謝
料
請
求
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
第
二
審
で
は
、
第
一
審
が
示
し
た
よ
う
な
括
弧
書
き
を
せ
ず
、「
他
人
同
士
が
生
活
を
共
に
す
る
単
な
る
同
居
で
は

な
く
、
同
性
同
士
で
あ
る
た
め
に
法
律
上
の
婚
姻
の
届
出
は
で
き
な
い
も
の
の
、
で
き
る
限
り
社
会
観
念
上
夫
婦
と
同
様
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
関
係
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
二
八
年
一
二
月
当
時
、
男
女
が
相
協
力
し
て
夫
婦
と
し
て
の
生
活
を
営
む

結
合
と
し
て
の
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
Y1
と
Ｘ
は
、
少
な
く
と
も
民
法
上
の
不
法
行
為

に
関
し
て
、
互
い
に
、
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
か
ら
生
じ
る
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、

当
該
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
婚
姻
に
準
ず
る
扱
い
を
す
る
こ
と
に
踏
み
込
ん
で
い
る
の
が
興
味
深
い
。

Ⅲ

現
行
法
に
お
け
る
同
性
カ
ッ
プ
ル
へ
の
対
応

一

成
年
養
子
縁
組
の
利
用

現
行
法
に
お
い
て
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
に
、
扶
養
や
相
続
等
の
法
的
効
果
を
認
め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
成
年
養
子
縁
組
の
利
用
が

考
え
ら
れ
る
。
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民
法
に
お
け
る
成
年
普
通
養
子
縁
組
の
要
件
は
非
常
に
緩
や
か
で
、
養
子
と
な
る
者
が
尊
属
で
な
い
こ
と
、
年
長
で
な
い
こ
と
の
二
つ

の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
届
出
は
受
理
さ
れ
る
（
民
法
七
九
三
条
）。
し
か
し
、
効
果
は
あ
く
ま
で
法
律
上
の
親
子
関
係

に
な
る
も
の
で
あ
り
、
夫
婦
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
縁
組
意
思
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
成
年
養

子
縁
組
と
い
う
制
度
を
形
式
的
に
借
用
し
て
、
実
質
的
に
同
性
婚
や
こ
れ
に
類
似
し
た
同
性
間
の
結
合
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

る
。
民
法
八
〇
二
条
一
号
は
、「
縁
組
を
す
る
意
思
が
な
い
と
き
」は
縁
組
を
無
効
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
縁
組
意
思
に
つ
い
て
は
、「
真

に
養
親
子
関
係
の
設
定
を
欲
す
る
効
果
意
思
」
を
求
め
る
実
質
的
意
思（
11
）説と
縁
組
の
届
出
に
向
け
ら
れ
た
意
思
と
す
る
形
式
意
思
説
が
大

き
く
対
立
し
て
お
り
、
実
質
的
意
思
説
に
従
え
ば
縁
組
は
無
効
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
成
年
養
子
の
場
合
は
、
実
質
的
な
共
同
生
活

の
存
在
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
擬
制
的
親
子
関
係
の
創
設
の
目
的
や
動
機
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
判
例
に
は
、
情
交
関
係
の
あ
っ
た
男
女
間

の
養
子
縁
組
を
有
効
と
し
た
も
の
も
あ（
12
）り、
身
分
行
為
に
前
提
と
さ
れ
る
実
体
と
当
該
事
案
と
の
ズ
レ
の
大
き
さ
、
法
的
効
果
と
当
事
者

の
欲
す
る
効
果
と
の
差
、
目
的
の
違
法
性
な
ど
を
考
慮
し
、
総
合
的
に
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ（
13
）る。
し
た
が
っ
て
親
子
と
し
て
の
精
神

的
つ
な
が
り
を
つ
く
る
目
的
で
養
子
縁
組
が
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、
一
応
有
効
と
解
さ
れ
る
。

養
子
縁
組
に
は
、
扶
養
や
相
続
等
の
法
的
効
果
の
発
生
、
医
療
行
為
に
対
す
る
同
意
や
社
会
保
険
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
等
の
効
果
は

期
待
で
き
る
が
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
養
子
縁
組
を
利
用
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ（
14
）る。

な
お
、
民
法
に
は
、
養
親
子
間
の
婚
姻
禁
止
規
定
が
あ
り
、
養
親
子
で
あ
っ
た
者
は
縁
組
解
消
後
も
婚
姻
で
き
な
い（
民
法
七
三
六
条
）。

将
来
、
我
が
国
に
お
い
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
同
性
婚
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
こ
の
規
定
の
改
正
が
必
要
に
な（
15
）る。

成
年
養
子
縁
組
を
利
用
す
る
方
法
に
は
、
二
種
類
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
同
士
が
直
接
養
子
縁
組
を
す
る
「
親
子

型
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
一
方
の
親
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
一
人
が
相
手

方
の
親
と
養
子
縁
組
を
す
る
方
法
で
「
兄
弟
型
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
親
子
型
」
で
は
法
的
に
親
子
と
な
り
「
兄
弟
型
」
で
は
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兄
弟
姉
妹
と
な
る
。「
兄
弟
型
」
の
場
合
は
、
七
三
六
条
の
婚
姻
障
害
の
問
題
は
な
い
。

二

準
婚
姻
契
約
の
締
結

準
婚
姻
契
約
の
中
に
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
同
士
で
婚
姻
関
係
に
準
じ
た
関
係
を
作
る
た
め
の
契
約
が
あ（
16
）る。

婚
姻
関
係
に
類
似
す
る
効
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
婚
姻
の
効
力
に
関
す
る
項
目
を
契
約
内
容
に
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
。

①

契
約
の
目
的：
法
律
上
の
夫
婦
に
準
ず
る
関
係
を
結
び
、
そ
の
関
係
の
維
持
・
発
展
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
互
い
の
愛
情
、
尊
重
、

信
頼
な
ど
関
係
の
基
本
に
な
る
事
項
。

②

権
利
義
務
関
係：

法
律
上
の
夫
婦
に
認
め
ら
れ
る
、
同
居
・
協
力
・
扶
助
義
務
（
民
法
七
五
二
条
）
貞
操
義
務
等
。

③

財
産
関
係：

夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
事
項
。
婚
姻
費
用
の
分
担
（
民
法
七
六
〇
条
）、
日
常
家
事
債
務
（
七
六
一
条
）、
財
産
の
帰

属
（
七
六
二
条
）、
関
係
解
消
の
際
の
財
産
分
与
、
等
。

④

子
ど
も
に
関
す
る
こ
と：

養
子
を
取
る
こ
と
。
生
殖
医
療
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
、
監
護
費
用
等
。

⑤

相
続
に
関
す
る
こ
と：

遺
言
書
の
作
成
、
た
だ
し
遺
留
分
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
互
い
が
受
取
人
と
な
る
生
命
保
険
へ
の
加

入
等
。

た
だ
し
、
婚
姻
に
関
す
る
効
力
が
す
べ
て
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
親
族
関
係
（
姻
族
関
係
）
は
発
生
せ
ず
、（
夫
婦
）

同
氏
、
配
偶
者
相
続
権
等
は
認
め
ら
れ
な
い
。
カ
ッ
プ
ル
が
同
じ
氏
に
な
り
た
い
場
合
は
、
養
子
縁
組
の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
。
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三

特
別
縁
故
者
と
し
て
の
扱
い
、
生
存
内
縁
者
の
居
住
権

特
別
縁
故
者
の
規
定
（
民
法
九
五
八
条
の
三
）
は
、
主
と
し
て
内
縁
配
偶
者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
適
用
に
問
題
は

な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
生
存
内
縁
者
の
居
住
権
に
つ
い
て
も
、
持
家
に
対
す
る
明
渡
請
求
を
「
権
利
の
濫
用
」
と
し
た
判
例
や
、
借
家

に
関
す
る
借
地
借
家
法
三
六
条
お
よ
び
「
援
用
理
論
」
が
準
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

社
会
保
障
制
度
（
後
述
参
照
）
に
お
い
て
も
、
内
縁
の
配
偶
者
を
「
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
の
あ
る
者
を
含
む
」
と
す
る
立
法
が
存
在
す
る
場
合
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て
も
、
配
偶
者
に
は
「
届
出
を
し
て
い
な
い

が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
」
と
規
定
さ
れ
（
一
条
三
項
）、
平
成
一
九
年
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
、
暴
力

を
受
け
た
と
す
る
女
性
か
ら
の
申
立
を
受
け
、
裁
判
所
が
同
法
に
基
づ
く
保
護
命
令
を
他
方
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
下
し
て
い（
17
）る。
し
か
し
な

が
ら
、
一
方
で
は
、「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
第
五
条
に
お
け
る
遺
族
給
付

金
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
者
の
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
に
「
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
、
給
付

が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
が
あ
る
（
名
古
屋
地
方
裁
判
所
令
和
二
年
六
月
四
日
（
裁
判
所
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
）。

Ⅳ

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
法
的
保
護
の
現
状

こ
の
章
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
法
的
保
護
の
現
状
と
し
て
、「
性
同
一
性
障
害
者
の
特
例
法
」
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
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が
制
定
し
た
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
」
に
つ
い
て
紹
介
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
差
別
に
対
す
る
行
政
や
、
国
連
の
対
応
を
紹
介
す

る
。

一

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て

現
行
法
上
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
直
接
関
係
す
る
法
令
と
し
て
は
、「
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法（
18
）律」（
以
下
「
特

例
法
」
と
い
う
）
が
あ
る
。
同
法
は
、
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
に
成
立
し
、
翌
年
の
平
成
一
六
年
七
月
一
六
日
に
施
行
さ
れ（
19
）た。（
図

表
2

戸
籍
上
の
性
別
の
取
扱
い
変
更
審
判
申
立
件
数
の
推
移
参
照
）

特
例
法
二
条
に
よ
れ
ば
、
性
同
一
性
障
害
者
と
は
「
生
物
学
的
に
は
性
別
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
理
的
に
は
そ
れ
と

は
別
の
性
別
で
あ
る
と
の
持
続
的
な
確
信
を
持
ち
、
か
つ
、
自
己
を
身
体
的
及
び
社
会
的
に
他
の
性
別
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
を

有
す
る
者
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
家
庭
裁
判
所
は
、
①
二
〇
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
、
②
現
に
婚
姻
し
て
い
な
い
こ
と
、
③
現
に
未
成

年
の
子
が
い
な
い
こ
と
、
④
生
殖
腺
が
な
い
こ
と
又
は
生
殖
腺
の
機
能
を
永
続
的
に
欠
く
状
態
に
あ
る
こ
と
、
⑤
そ
の
身
体
に
つ
い
て
他

の
性
別
に
係
る
身
体
の
性
器
に
係
る
部
分
に
近
似
す
る
外
観
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
五
つ
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
請
求
に

よ
り
、
性
別
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
同
条
第
三
条
一
項
）。
そ
し
て
、
特
例
法
に
基
づ
き
性
別
取
扱
変

更
の
審
判
を
受
け
た
者
は
、「
民
法
そ
の
他
の
法
定
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
他
の
性
別

に
変
わ
っ
た
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
（
第
四
条
一
項
）。

こ
の
法
律
に
関
連
す
る
判
例
と
し
て
、
平
成
二
五
年
一
二
月
一
〇
日
の
最
高
裁
第
三
小
法
廷
の
決
定
（
民
集
第
六
七
巻
九
号
一
八
四
七

頁
）
が
あ
る
。

本
件
は
、
特
例
法
三
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
男
性
へ
の
性
別
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
が
女
性
と
婚
姻
し
、
当
該
女
性
（
妻
）
が
Ａ
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Ｉ
Ｄ
（
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
）
を
受
け
て
婚
姻
中
に
懐
胎
し
、
男
児
を
出
産
し
た
。
そ
こ
で
出
生
届
を
新
宿
区

長
に
提
出
し
た
が
、
戸
籍
事
務
管
掌
者
で
あ
る
新
宿
区
長
は
、
性
別
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
と
男
児
と
の
間
の

血
縁
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
民
法
七
七
二
条
の
嫡
出
の
推
定
を
受
け
な
い
と
判
断
し
、
東
京
法
務
局

長
の
許
可
を
得
て
、
父
の
欄
を
空
欄
と
し
妻
の
長
男
と
す
る
戸
籍
の
記
載
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
当
該
男
性
が

戸
籍
の
訂
正
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
審
、
二
審
と
も
新
宿
区
長
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
の
で
、
男
性
と
妻

が
と
と
も
に
抗
告
し
た
。

最
高
裁
は
、「
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
妻
と
の
性
的
関
係
に
よ
っ
て
子
を

も
う
け
る
こ
と
は
お
よ
そ
想
定
で
き
な
い
も
の
の
、
一
方
で
そ
の
よ
う
な
者
に
婚
姻
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、

他
方
で
そ
の
主
要
な
効
果
で
あ
る
同
条
に
よ
る
嫡
出
の
推
定
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
を
、
妻
と
の
性
的
関
係
の

結
果
も
う
け
た
子
で
あ
り
得
な
い
こ
と
を
理
由
に
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
判
示
し
、
当
該
男

児
に
嫡
出
の
推
定
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

民
法
七
七
二
条
は
、
婚
姻
中
に
妻
が
懐
胎
し
た
子
は
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
る
と
規
定
し
て
お
り
、
最
高
裁
は
、

性
別
変
更
に
よ
り
男
性
に
な
り
、
そ
の
後
婚
姻
し
て
夫
と
な
っ
た
者
を
父
と
認
め
た
も
の
で
、
条
文
を
そ
の
ま
ま

適
用
さ
せ
る
解
釈
を
し
て
い
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
性
別
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
は
、
特
例
法
第
四
条
一
項
に
よ
り
他
の
性
別
に
変
わ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
変
更
後
の
性
別
で
婚
姻
や
養
子
縁
組
な
ど
を
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
し
か
し
婚

姻
後
、
生
殖
補
助
医
療
を
利
用
し
て
子
ど
も
を
設
け
た
場
合
に
問
題
と
な（
20
）る。
本
件
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
初
の

最
高
裁
判
例
で
あ
る
。
本
決
定
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
判
事
の
反
対
意
見
が
あ
り
、
三
対
二
と
い
う
き
わ
ど
い
決

令和
元年

953

Ｈ30
年

860

Ｈ29
年

924

Ｈ28
年

902

Ｈ27
年

877

Ｈ26
年

831

Ｈ25
年

786

Ｈ24
年

742

Ｈ23
年

639

Ｈ22
年

537

Ｈ21
年

466

Ｈ20
年

440

Ｈ19
年

284

Ｈ18
年

257

Ｈ17
年

243

Ｈ16
年

130

年度

新受
件数

【図表2】戸籍上の性別の取扱い変更審判申立件数の推移（司法統計年報）
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定
で
あ
っ（
21
）た。

し
た
が
っ
て
、
本
決
定
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
種
々
の
批
判
が
あ
り
、
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て
い（
22
）る。
親
子
法
の
根
本
に
関
わ
る
問
題

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な（
23
）い。
生
殖
医
療
の
発
展
に
伴
い
、
現
行
民
法
が
対
応
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
根
本
的
な
問
題

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た（
24
）い。

二

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
等
に
つ
い
て

日
本
に
お
い
て
は
、
渋
谷
区
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
地
方
自
治（
25
）体が
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
」
を
制
定
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
渋
谷
区
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
」
を
簡
単
に
紹
介
す（
26
）る。

渋
谷
区
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
」

平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
、
東
京
都
渋
谷
区
議
会
は
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
」
を
可
決
し
た
。
本
条
例
の
正
式
名
称

は
、「
渋
谷
区
男
女
平
等
及
び
多
様
性
を
尊
重
す
る
社
会
を
推
進
す
る
条
例
」
で
、
全
一
七
条
か
ら
な（
27
）る。
そ
の
目
的
は
、「
男
女
平
等
と

多
様
性
を
尊
重
す
る
社
会
の
推
進
に
関
し
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
区
、
区
民
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
区
の

施
策
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
多
様
な
個
人
を
尊
重
し
合
う
社
会

の
実
現
を
図
る
こ
と
」
で
あ
る
（
第
一
条
）。

本
条
例
の
特
徴
は
、
区
長
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
証
明
書
」
を
発
行
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
証
明
書
は
、「
性
的
少
数
者
に
対
す
る

社
会
的
偏
見
及
び
差
別
を
な
く
し
、
性
的
少
数
者
が
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
社
会
を
推
進
し
、
性
的
少
数
者
の
人
権
が
尊
重
さ
れ

る
こ
と
を
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
法
的
拘
束
力
は
な
い
が
、
区
営
住
宅
で
の
同
居
が
保
証
さ
れ
る
ほ
か
、
病
院
で
の
面
会
な
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ど
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
権
利
の
一
部
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
区
民
と
区
内
の
事
業
者
は
「
最
大
限
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
お
り
、
条
例
に
違
反
し
た
場
合
、
是
正
勧
告
を
し
た
う
え
で
事
業
者
名
な
ど
を
公
表
す
る
場
合
も
あ
る
（
第
一
五
条
四
項
）。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
証
明
書
の
発
行
要
件

ま
ず
、
渋
谷
区
に
居
住
し
、
か
つ
、
住
民
登
録
が
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な（
28
）る。
そ
し
て
第
一
〇
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
①
公
序
良
俗
に

反
し
な
い
こ
と
。
②
同
性
で
あ
る
こ
と
。
第
二
条
一
項
八
号
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
定
義
と
し
て
、「
男
女
の
婚
姻
関
係
と
異
な
ら

な
い
程
度
の
実
質
を
備
え
る
戸
籍
上
の
性
別
が
同
一
で
あ
る
二
者
間
の
社
会
生
活
関
係
を
い
う
」、
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
男
女

間
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
③
当
事
者
双
方
が
、
相
互
に
相
手
方
当
事
者
を
任
意
後
見
契
約
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
任

意
後
見
受
任
者
の
一
人
と
す
る
任
意
後
見
契
約
に
係
る
公
正
証
書
を
作
成
し
、
か
つ
、
登
記
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
二
項
一
号
）。
④
共

同
生
活
を
営
む
に
あ
た
り
、
当
事
者
間
に
お
い
て
、
区
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
合
意
契
約
が
公
正
証
書
に
よ
り
交
わ
さ
れ
て
い

る
こ
と
（
二
項
二
号
）。
④
の
「
区
規
則
で
定
め
る
事
項
」
は
、（
一
）
両
当
事
者
が
愛
情
と
信
頼
に
基
づ
く
真
摯
な
関
係
で
あ
る
こ
と
。

（
二
）
両
当
事
者
が
同
居
し
、
共
同
生
活
に
お
い
て
互
い
に
責
任
を
持
っ
て
協
力
し
、
及
び
そ
の
共
同
生
活
に
必
要
な
費
用
を
分
担
す
る

義
務
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
項
目
が
必
要
的
記
載
事
項
で
あ（
29
）る。

な
お
、「
手
引
き
書
」
に
は
、
任
意
記
載
事
項
の
例
と
し
て
、
療
養
看
護
、
日
常
家
事
債
務
、
財
産
関
係
、
財
産
関
係
の
清
算
、
慰
謝

料
、
等
に
関
す
る
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
民
法
の
婚
姻
の
効
果
に
準
ず
る
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
渋
谷
区
の
場

合
、
任
意
後
見
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
の
関
係
を
「
契
約
」
と
し
て
扱
い
、
法
律
上
の
実
効
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
条
例
に
違
反
し
た
場
合
、
是
正
勧
告
を
し
た
う
え
で
事
業
者
名
な
ど
を
公
表
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
渋
谷
区
内
に
限
ら
れ
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
一
定
程
度
の
影
響
力
が
あ
る
と
考
え（
30
）る。
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三

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
差
別
の
問
題

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
法
的
保
護
に
関
す
る
問
題
を
考
え
る
と
き
、
差
別
に
対
す
る
問
題
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
」
し
た
あ
と
周
囲
の
者
か
ら
、「
い
じ
め
」
を
受
け
て
精
神
的
障
害
を
被
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
カ

ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
て
い
な
く
て
も
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
の
所
作
に
違
和
感
を
抱
き
、
無
意
識
の
う
ち
に
差
別
的
な
発
言
や
行
動
を
取
っ
て
し
ま

い
そ
の
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

近
時
の
事
件
と
し
て
、
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
を
同
級
生
に
明
か
さ
れ
た
後
、
建
物
か
ら
転
落
死
し
た
一
橋
大
学
法
科
大
学
院
生
の
事

件
で
、
遺
族
は
、
大
学
と
同
級
生
に
計
三
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を
東
京
地
裁
に
お
こ
し
た
事
件
が
あ（
31
）る。
こ
の
事
件
は
、

同
性
愛
指
向
の
学
生
が
同
性
の
学
生
に
愛
情
告
白
を
し
て
、
の
ち
に
告
白
さ
れ
た
学
生
が
無
料
ア
プ
リ
の
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
で
そ
の
こ
と
を
書
き

込
み
、
友
人
た
ち
に
知
れ
渡
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
、
本
人
が
自
ら
「
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
」
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
人
の

了
解
を
得
ず
に
性
的
指
向
な
ど
の
秘
密
を
暴
露
す
る
「
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
」
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
差
別
や
い
じ
め
等
の
問
題
は
人
権
問
題
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
り
、
政
府
も
一
定
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

（
ア
）
就
職
や
職
場
、
学
校
に
お
け
る
差
別
に
対
し
て

（
一
）
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
規
則
の
改
正

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
二
五
年
一
二
月
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
規
則
を
改
正
し
、
平
成
二
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
に
よ
り
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
予
防
・
事
後
対
応
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
は
、
同
性
に
対
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し（
32
）た。
ま
た
、
被
害
を
受
け
た
者
の
性
的
指
向
又
は
性
自
認
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
に
対
す
る
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
、
対
象
と
な
る
も
の
で
あ（
33
）る。
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（
二
）
学
校
に
お
け
る
差
別
に
対
し
て

文
部
科
学
省
は
平
成
二
七
年
四
月
三
〇
日
に
、「
性
同
一
性
障
害
に
係
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
対
応
の
実
施
等
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
通
知
を
発
出
し（
34
）た。

そ
の
前
文
は
、
①
性
同
一
性
障
害
に
関
し
て
は
社
会
生
活
上
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
そ
の
治
療
の
効
果
を
高
め
、

社
会
的
な
不
利
益
を
解
消
す
る
た
め
、
平
成
一
五
年
、
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
が
議
員
立
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
こ
と
。
②
学
校
に
お
け
る
性
同
一
性
障
害
に
係
る
児
童
生
徒
へ
の
支
援
に
つ
い
て
の
社
会
の
関

心
も
高
ま
り
、
そ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文
部
科
学
省
は
、
平
成
二
二
年
、「
児
童
生
徒
が
抱
え
る
問
題
に
対
し
て
の
教

育
相
談
の
徹
底
に
つ
い
て
」
を
発
出
し
、
性
同
一
性
障
害
に
係
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
そ
の
心
情
等
に
十
分
配
慮
し
た
対
応
を
要
請

し
て
き
た
こ
と
。
③
平
成
二
六
年
に
は
、
そ
の
後
の
全
国
の
学
校
に
お
け
る
対
応
の
状
況
を
調
査
し
、
様
々
な
配
慮
の
実
例
を
確
認
し
、

性
同
一
性
障
害
に
係
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
の
き
め
細
か
な
対
応
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
な
配
慮
事
項
等
を
ま
と
め
た
こ
と
。
④

配
慮
事
項
の
中
で
は
、
悩
み
や
不
安
を
受
け
止
め
る
必
要
性
は
、
性
同
一
性
障
害
に
係
る
児
童
生
徒
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
さ
れ
る
児
童
生
徒
全
般
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
⑤
「
自
殺
総
合
対
策
大
綱
」（
平
成

二
四
年
八
月
二
八
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
教
職
員
の
適
切
な
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
⑥
学
校
に
対
し
て
、
周

知
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
に
お
い
て
適
切
に
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
を
含
め
指
導
・
助
言
を
お
願
い
す

る
、
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

文
部
科
学
省
も
学
校
の
現
場
に
お
け
る
「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
さ
れ
る
児
童
・
生
徒
に
対
応
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
が
、
今

後
、
教
育
現
場
に
お
け
る
し
っ
か
り
し
た
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い（
35
）る。
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（
三
）
国
連
の
対
応

国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（O

ffice
of
the
H
igh
C
om
m
issioner

for
H
um
an
R
ights

【O
H
C
H
R

】）は
、
二
〇
一
二
年
九
月

に
、「B

orn
Free

and
E
qual:

Sexual
O
rientation

and
G
ender

Identity
in
International

H
um
an
R
ights

L
aw

」（
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
自
由
か
つ
平
等：

国
際
人
権
法
に
お
け
る
性
的
指
向
と
性
自
認
）
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
い（
36
）る。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
①
同
性
愛
や
性
同
一
性
障
害
に
対
す
る
偏
見
に
基
づ
く
暴
力
か
ら
の
保
護
、
②
拘
禁
さ
れ
た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
々
に
対
す
る
拷
問
や
残

酷
・
非
人
道
的
・
名
誉
を
傷
つ
け
る
行
為
の
禁
止
、
③
成
人
の
同
性
間
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
上
の
性
的
行
為
を
禁
止
し
処
罰
す
る
全
て
の
法

律
の
撤
廃
、
④
性
的
指
向
及
び
性
自
認
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
、
⑤
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
及
び
イ
ン
タ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
人
々
の
表
現
・
結
社
・

平
穏
な
集
会
の
自
由
の
保
障
、
を
訴
え
て
い
る
。

日
本
に
対
し
て
も
、
二
〇
〇
八
年
、
国
連
自
由
人
権
規
約
委
員
会
は
、
日
本
政
府
に
対
す
る
総
括
所
見
に
お
い
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
雇
用
、
住
宅
供
給
、
社
会
保
障
、
健
康
、
教
育
、
そ
の
他
の
領
域
（
例
え
ば
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
公
営
住
宅
の
入
居
制

限
、
Ｄ
Ｖ
法
の
保
護
か
ら
の
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
排
除
等
）
に
お
け
る
差
別
へ
の
懸
念
を
表
明
し
、
差
別
禁
止
事
由
に
性
的
指
向
が
含
ま

れ
る
よ
う
法
改
正
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
し（
37
）た。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
に
も
同
趣
旨
の
勧
告
が
さ
れ
て
い（
38
）る。

Ⅴ

内
縁
（
事
実
婚
）
保
護
法
理
と
そ
の
適
用
の
可
能
性

我
が
国
で
は
、
明
治
時
代
に
民
法
が
制
定
さ
れ
、
婚
姻
制
度
に
届
出
婚
主
義
を
採
用
し
た
た
め
、
当
時
は
届
出
を
す
る
こ
と
が
国
民
に

な
か
な
か
浸
透
せ
ず
、
従
来
か
ら
の
結
婚
の
慣
習
に
従
う
人
び
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
婚
姻
障
害
に
該
当
す
る
者
は
、
届
出
が

で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
り
、
工
場
労
務
者
や
鉱
山
労
務
者
が
増
加
し
た
が
、
彼
ら
の
中
に
は
、
内
縁
夫
婦
が
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多
か
っ
た
た
め
、
労
務
災
害
時
の
遺
族
補
償
を
内
縁
者
に
も
認
め
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
判
例
は
い
わ
ゆ
る
「
準
婚
理
論
」
を
採
用

し
、
内
縁
を
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
と
し
て
捉
え
、
内
縁
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
っ（
39
）た。

民
法
に
お
い
て
、
内
縁
に
認
め
ら
れ
る
法
的
効
果
と
し
て
は
、
内
縁
存
続
中
は
、
同
居
・
協
力
・
扶
助
義
務
、
貞
操
義
務
、
婚
姻
費
用

の
分
担
が
あ
る
。
ま
た
、
死
亡
に
よ
る
内
縁
解
消
時
の
効
果
と
し
て
は
、
相
続
人
が
い
な
い
場
合
、
特
別
縁
故
者
と
し
て
財
産
分
与
が
認

め
ら
れ
る
（
民
法
九
五
八
条
の
三
）。
借
地
借
家
法
に
お
い
て
は
、
持
ち
家
の
場
合
、
相
続
人
か
ら
生
存
配
偶
者
に
明
渡
請
求
が
な
さ
れ

た
と
き
、
相
続
人
に
差
し
迫
っ
た
必
要
が
な
い
限
り
「
権
利
の
濫
用
」
と
さ
れ
内
縁
者
の
居
住
権
は
保
護
さ
れ（
40
）る。
借
家
の
場
合
は
、
相

続
人
が
不
存
在
で
あ
れ
ば
、
生
存
内
縁
者
は
「
建
物
の
賃
借
人
と
事
実
上
夫
婦
又
は
養
親
子
と
同
様
の
関
係
に
あ
っ
た
同
居
者
」
と
し
て

借
家
権
を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
借
地
借
家
法
三
六
条
）。
相
続
人
が
い
る
場
合
で
も
、
相
続
人
が
承
継
し
た
賃
借
権
を
生
存
内
縁

配
偶
者
が
援
用
し
て
、
家
主
か
ら
の
明
渡
請
求
に
対
し
、
居
住
す
る
権
利
を
主
張
で
き（
41
）る。

内
縁
保
護
の
考
え
方
は
、
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
、
健
康
保
険
や
年
金
、
労
働
災
害
の
分
野
で
は
特
別
法
が
制
定
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
縁
の
配
偶
者
を
「
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
の
あ
る
者
を
含
む
」
と

規
定
し
（
健
康
保
険
法
三
条
七
項
一
号
、
厚
生
年
金
保
険
法
三
条
二
項
等
）、
内
縁
配
偶
者
の
保
護
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

生
存
内
縁
配
偶
者
に
対
し
て
も
、
同
様
の
規
定
を
置
き
「
遺
族
」
と
し
て
遺
族
補
償
の
受
給
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
労
働
者
災
害
保

障
保
険
法
一
六
条
の
二
第
一
項
、
国
民
年
金
法
五
条
八
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
二
条
一
項
二
号
イ
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
一

六
条
一
項
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
一
一
条
一
項
一
号
、
厚
生
年
金
災
害
保
険
法
三
条
二
項
等
）。

一

内
縁
保
護
法
理
の
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
判
例
が
培
っ
て
き
た
内
縁
保
護
法
理
は
、
主
と
し
て
、
事
実
婚
夫
婦
の
実
態
を
重
視
し
、
婚
姻
届
を
提
出
し
た
夫
婦
と
同
様
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に
、
同
居
し
、
協
力
し
合
っ
て
生
活
し
て
き
た
内
縁
夫
婦
に
対
し
、
単
に
届
出
が
な
い
と
い
う
点
が
異
な
る
の
み
で
実
質
的
に
は
婚
姻
と

同
視
で
き
る
と
し
て
、
保
護
の
必
要
性
を
認
め
て
き
た
（
伝
統
的
内（
42
）縁）。

そ
こ
で
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
お
い
て
も
、
異
性
同
士
で
は
な
い
と
い
う
点
が
異
な
る
の
み
で
、
夫
婦
的
共
同
生
活
の
実
態
が
あ
れ
ば
、

内
縁
保
護
法
理
を
適
用
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
あ（
43
）る。

そ
こ
で
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
内
縁
保
護
法
理
が
適
用
で
き
る
か
検
討
し
て
み
た
い
。

（
ア
）
同
居
・
協
力
・
扶
助
義
務
、
婚
姻
費
用
の
分
担

準
婚
理
論
に
よ
れ
ば
、
内
縁
夫
婦
に
同
居
・
協
力
・
扶
助
義
務
お
よ
び
が
発
生
す
る
と
す
る
（
最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
一
日
民
集
一

二
巻
五
号
七
八
九
頁
）。
ま
た
、
婚
姻
費
用
の
分
担
に
つ
い
て
も
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
も
同
居
・
協
力
・
扶

助
義
務
お
よ
び
婚
姻
費
用
の
分
担
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
イ
）
同
性
カ
ッ
プ
ル
関
係
の
不
当
破
棄
に
対
す
る
責
任

第
Ⅱ
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
宇
都
宮
地
裁
真
岡
支
部
お
よ
び
東
京
口
頭
裁
判
所
判
決
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
も
婚
姻
に
準
ず
る
関
係
か

ら
生
じ
る
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
有
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
お
り
、
不
当
破
棄
に
対
す
る
責
任
が
生
ず
る
と
判
示
し
て
い
る
。（
第

Ⅱ
章
参
照
）

（
ウ
）
財
産
分
与
の
類
推
適
用

判
例
は
、
内
縁
関
係
が
当
事
者
の
生
前
中
に
解
消
さ
れ
た
場
合
（
離
別
に
よ
る
解
消
）
に
、
民
法
七
六
八
条
の
財
産
分
与
の
類
推
適
用
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を
認
め
て
い
る
（
東
京
家
審
昭
和
三
一
年
七
月
二
五
日
家
月
九
巻
一
〇
号
三
八
頁
、
広
島
高
裁
昭
和
三
八
年
六
月
一
九
日
家
月
一
五
巻
一

〇
号
一
三
〇
頁
、
最
判
平
成
一
二
年
三
月
一
〇
日
民
集
五
四
巻
三
号
一
〇
四
〇
頁
等
）。
一
方
、
内
縁
の
死
亡
に
よ
る
解
消
に
対
す
る
財

産
分
与
規
定
の
類
推
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
積
極
・
消
極
の
両
説
に
態
度
が
分
か
れ
て
い
た
（
積
極
説：

大
阪
家
審
昭
和
五

八
年
三
月
二
三
日
家
月
三
六
巻
六
号
五
一
頁
等
、
消
極
説：

大
阪
高
決
平
成
四
年
二
月
二
〇
日
家
月
四
五
巻
一
号
一
二
〇
頁
等
）。
そ
の

後
、
最
高
裁
は
類
推
適
用
を
否
定
し
た
（
最
判
平
成
一
二
年
三
月
一
〇
日
民
集
五
四
巻
三
号
一
〇
四
〇
頁
）。
そ
の
理
由
と
し
て
、
財
産

分
与
の
類
推
適
用
は
準
婚
的
法
律
関
係
の
保
護
に
は
適
す
る
が
、
相
続
に
よ
る
財
産
承
継
の
構
造
の
中
に
異
質
の
契
機
を
持
ち
込
む
も
の

で
あ
り
、
法
の
予
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
平
成
一
二
年
の
最
高
裁
の
事
例
で
は
、
継
続
的
な
夫
婦
共
同
生
活
が
な
か
っ

た
こ
と
、
一
定
額
（
三
〇
〇
万
円
）
の
贈
与
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
消
極
的
判
断
を
導
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い（
44
）る。
内
縁
配
偶
者
に
は
相
続

権
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
最
高
裁
が
内
縁
の
死
亡
解
消
に
つ
い
て
財
産
分
与
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
の
は
理
解
で
き
よ
う
。

一
方
、
学
説
は
、
肯
定
説
、
否
定
説
に
分
か
れ
て
い（
45
）る。
肯
定
説
は
、
準
婚
理
論
が
維
持
さ
れ
る
限
り
、
内
縁
中
に
築
か
れ
た
財
産
は
、

内
縁
解
消
の
際
に
は
清
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
配
偶
者
相
続
権
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て
清
算

を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す（
46
）る。
否
定
説
は
、
現
行
法
の
制
度
体
系
に
お
い
て
は
、
婚
姻
解
消
の
場
合
に
は
財
産
分
与
制
度
に
よ
り
、
死
亡

解
消
の
場
合
は
相
続
制
度
に
よ
り
処
理
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
財
産
分
与
制
度
を
死
亡
解
消
の
場
合
に
類
推
適
用
す
る
の
は
、
制

度
の
体
系
を
崩
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
す（
47
）る。
た
だ
し
、
否
定
説
も
実
質
的
な
夫
婦
財
産
の
清
算
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
し
か

し
、
肯
定
説
で
は
、「
相
続
権
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
合
理
な
結
果
を
防
ぎ
、
共
同
生
活
者
、
と
り
わ
け
内
縁
の
妻
の
利
益
を

守
る
た
め
の
方
法
と
し
て
で
あ
っ
て
…
こ
れ
を
認
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
法
律
婚
の
死
亡
解
消
に
も
財
産
分
与
を
考
慮
し
、
そ
の
上
で
相

続
に
よ
る
承
継
を
認
め
る
解
釈
が
必
然
化
す
る
わ
け
で
は
な（
48
）い。」
と
し
て
、
内
縁
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
も
類
推
適
用
を
す
る
べ
き
だ

と
す
る
。
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肯
定
説
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
も
共
同
生
活
の
実
態
と
財
産
関
係
の
清
算
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
財
産
分
与
の

類
推
適
用
に
よ
る
保
護
が
可
能
で
あ
る
と
考
え（
49
）る。

Ⅵ

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
折
り
、
立
法
の
対
応
（
性
同
一
性
障
害
者
特
例
法
）、
行
政

の
対
応
（
文
科
省
の
対
応
、
雇
用
均
等
法
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
等
）、
国
連
の
対
応
、
等
を
見
る
と
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
へ
の

対
応
の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、今
回
検
討
し
た
判
例
は
、わ
が
国
が
判
例
・
学
説
を
通
じ
て
培
っ

て
き
た
「
内
縁
保
護
法
理
」
を
同
性
カ
ッ
プ
ル
へ
適
用
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

現
代
に
お
け
る
事
実
婚
（
内
縁
）
の
形
式
は
多
様
化
し
て
お
り
、
準
婚
理
論
を
す
べ
て
の
形
式
に
単
純
に
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う

考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。
確
か
に
、
意
図
的
に
婚
姻
届
を
出
さ
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
準
婚
理
論
を
単
純
に
適
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は

な
い
。
内
縁
保
護
法
理
は
、
多
様
な
婚
姻
関
係
に
柔
軟
に
対
応
し
、
法
の
欠
缺
を
補
う
も
の
と
し
て
、
社
会
的
、
経
済
的
弱
者
を
保
護
し
、

事
実
に
即
し
た
公
平
な
解
決
を
試
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ（
50
）る。

最
後
に
、
同
性
婚
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
く
。
憲
法
二
四
条
一
項
は
「
婚
姻
は
両�

性�

の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
」
と
規
定
し

て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
憲
法
が
同
性
婚
を
禁
止
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
立
場
が
あ（
51
）る。
し
か
し
、
憲
法
二
四
条
の
規
定
は
、
明
治
民
法
に

お
け
る
「
家
制
度
」
の
下
で
の
婚
姻
・
離
婚
等
に
対
す
る
戸
主
の
同
意
の
必
要
性
や
、
妻
の
無
能
力
制
度
な
ど
、
個
人
に
対
す
る
「
家
」

の
優
位
と
男
尊
女
卑
を
改
め
、
個
人
の
尊
厳
と
男
女
の
本
質
的
平
等
を
基
本
原
理
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権

は
、
全
て
の
国
民
が
法
の
下
に
平
等
で
あ
り
、
公
平
、
公
正
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
性
的
指
向
に
よ
る
差
別
は
許
さ
れ
な
い
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と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
検
討
し
た
判
例
に
お
い
て
は
、「
憲
法
二
四
条
一
項
が
、『
婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
』
と

し
て
い
る
の
も
、
憲
法
制
定
当
時
は
同
性
婚
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
お
よ
そ
同
性
婚
を
否
定
す
る
趣
旨
と
ま
で
は

解
さ
れ
な
い
（
傍
線
筆
者
）」と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
二
四
条
が
積
極
的
に
同
性
婚
を
禁
止
す
る
と
の
解
釈
は
困
難
で
あ（
52
）る。

既
に
見
た
よ
う
に
、
国
連
も
人
権
問
題
と
し
て
捉
え
、
差
別
を
な
く
す
よ
う
所
見
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ（
53
）る。

な
お
、
我
が
国
に
お
い
て
将
来
同
性
婚
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
非
嫡
出
子
の
相
続
分
の
違
憲
判
決（
最

決
平
成
二
五
年
九
月
四
日
民
集
六
七
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
）
が
参
考
と
な
る
。
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
違
憲
判
断
理
由
は
、
①
合
理
性

に
関
す
る
（
中
略
）
種
々
の
事
柄
の
変
遷
、
②
社
会
の
動
向
、
我
が
国
に
お
け
る
家
族
形
態
の
多
様
化
や
こ
れ
に
伴
う
国
民
意
識
の
変
化
、

③
諸
外
国
の
立
法
の
趨
勢
、
と
な
っ
て
い
る
。
①
の
「
事
柄
の
変
遷
」
と
②
の
「
社
会
の
動
向
、
家
族
形
態
の
多
様
化
、
国
民
意
識
の
変

化
」
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
個
人
の
生
き
方
・
意
識
が
多
様
化
し
、
家
族
形
態
も
多
様
化
し
て
い
る
。
ま
た
、

行
政
に
お
い
て
も
性
的
少
数
者
に
対
す
る
取
組
み
が
始
ま
り
、
高
ま
り
を
見
せ
て
い（
54
）る。
そ
し
て
、
③
に
つ
い
て
も
、
諸
外
国
に
お
い
て

は
同
性
婚
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
整
備
が
進
ん
で
い
る
。
加
え
て
今
回
の
判
例
が
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
共
同
生
活
に
つ
い
て
、
事

実
婚
と
し
て
法
的
保
護
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て
将
来
同
性
婚
の
導
入
を
後
押
し
す
る
も
の
と
し
て
期
待
が
寄
せ
ら
れ

（
55
）る。い

ず
れ
に
せ
よ
、
子
ど（
56
）もか
ら
大
人
ま
で
多
様
な
人
間
関
係
を
検
討
す
る
に
は
、「
人
権
」
を
基
本
に
据
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

（
追
記
）
本
校
は
、
令
和
二
年
度
「
平
成
国
際
大
学
研
究
助
成
」
の
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
助
成
金
の
配
分

に
対
し
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
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【
注
】

（
1
）
針
間
克
己
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
こ
こ
ろ
の
科
学
一
八
九
号
八
頁
（
二
〇
一
六
年
九
月
）、
日
本
評
論
社
。
用
語
の
定
義
に
つ
い

て
は
議
論
が
あ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
を
使
用
す
る
。
な
お
、
最
近
は
、

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」（「
Ｑ
」はqueer

あ
る
い
はquestioning

の
略
で
、
性
的
指
向
や
性
自
認
に
縛
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
定
ま
ら
な
い
と
い
う
意
味
）

が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
2
）
「
台
湾
が
同
性
婚
法
制
化

ア
ジ
ア
初
」
朝
日
新
聞
二
〇
一
九
年
五
月
一
八
日
朝
刊
、
こ
の
記
事
で
は
タ
イ
で
も
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
認
め
る

法
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

『「
結
婚
の
自
由
を
す
べ
て
の
人
に
」
私
も
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
原
告
、
追
加
提
訴
へ
』
朝
日
新
聞
二
〇
二
〇
年
二
月
一
四
日
朝
刊
。

（
3
）
朝
日
新
聞
二
〇
一
九
年
二
月
一
五
日
朝
刊
。
そ
の
後
、
九
州
で
も
提
訴
が
あ
っ
た
。
朝
日
新
聞
二
〇
一
九
年
七
月
六
日
朝
刊
。

（
4
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
Ｅ
Ｍ
Ａ
日
本
」
は
、E

qual
M
arriage

A
lliance

の
略
で
、
平
等
な
結
婚
、
つ
ま
り
同
性
結
婚
が
認
め
ら
れ
る
社
会
を
目
指
し
て

二
〇
一
四
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
あ
る
。http://em

ajapan.org/aboutem
ajapan

（
5
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｅ
Ｍ
Ａ
日
本
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://em
ajapan.org/prom

ssm
/w
orld

（
6
）

O
bergefell

v.
H
odges,

576
U
.S.
644

(2015)

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
小
竹
聡
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
と
同
性
婚
―O

bergefell

判
決
を
め

ぐ
っ
て
」
拓
殖
大
学
論
集
政
治
・
経
済
・
法
律
研
究
一
八
巻
二
号
五
五
頁
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
7
）
「
性
同
一
性
障
害
や
性
的
指
向
・
性
自
認
に
係
る
、
児
童
生
徒
に
対
す
る
き
め
細
か
な
対
応
等
の
実
施
に
つ
い
て
（
教
職
員
向
け
）」

http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf

文
部
科
学
省
は
、
平
成
二
七
年
四
月
三
〇
日
に
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
児
童
生
徒
課
長

坪
田

知
広
の
名
で
「
性
同
一
性
障
害
に
係
る

児
童
生
徒
に
対
す
る
き
め
細
か
な
対
応
の
実
施
等
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
通
知
を
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
発
出
し
て
い
る
（
二
七
文
科
初
児
生

第
三
号
）。
そ
し
て
平
成
二
八
年
四
月
一
日
に
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
た
。

（
8
）
宇
都
宮
地
方
裁
判
所
真
岡
支
部
の
判
決
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、
松
尾
弘
「
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
一
方
か
ら
不
貞
行
為
を
し
た
他
方
と
そ
の
相
手
方

へ
の
損
害
賠
償
請
求
」
法
学
セ
ミ
ナ
ーN

o781

一
二
〇
頁
（
二
〇
二
〇
年
二
月
）。
倉
田
玲
「
同
性
間
な
ら
ば
準
々
婚
と
い
う
新
構
成
」
法
学
セ

ミ
ナ
ーN

o786

一
一
〇
頁
（
二
〇
二
〇
年
四
月
）、
が
あ
る
。

東
京
地
方
裁
判
所
令
和
二
年
三
月
四
日
判
決
に
つ
い
て
は
、
小
川
惠
「
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
解
消
と
慰
謝
料
請
求
」
法
学
セ
ミ
ナ
ーN

o788

一
二
一
頁
（
二
〇
二
〇
年
九
月
）。
両
判
決
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
、
二
宮
周
平
「
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
共
同
生
活
〜
そ
の
評
価
と
事
実
婚
と
し
て
の
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保
護
」
戸
籍
時
報N

o804

二
頁
（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
）。

（
9
）
憲
法
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
福
嶋
敏
明
「
同
性
婚
と
憲
法

渋
谷
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
証
明
制
度
を
契
機
に
考
え
る
」
時
の
法
令N

o1976

平
成
二
七
年
四
月
三
〇
日
。
憲
法
二
四
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
二
宮
周
平
編
「
新
注
釈
民
法
（
一
七
）」親
族
（
一
）
七
九
頁
。

（
10
）
最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
一
日
民
集
一
二
巻
五
号
七
八
九
頁
。

（
11
）
最
判
昭
和
二
三
年
一
二
月
二
三
日
（
民
集
二
巻
一
四
号
四
九
三
頁
）。

（
12
）
最
判
昭
和
四
六
年
一
〇
月
二
二
日
（
民
集
二
五
巻
七
号
九
八
五
頁
）。

（
13
）
民
法
七

親
族
相
続
（
第
六
版
）
四
六
―
四
七
頁
（
床
谷
文
夫
担
当
部
分
）
有
斐
閣
ア
ル
マ
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

（
14
）
最
近
の
学
説
の
中
に
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
成
年
養
子
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
性
的
関
係
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
目
的
で
は
な
く
家
族
関
係
を

形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
有
効
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
鈴
木
伸
智
「
成
年
養
子
縁
組
と
同
性
愛
」
青
山
法
学
論
集
四
一

巻
一＝

二＝

三
号
八
四
頁

（
15
）
大
阪
弁
護
士
会
人
権
擁
護
委
員
会

性
的
指
向
と
性
自
認
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
ｓ
の
法
律
問
題
Ｑ
＆
Ａ
」
Ｑ
九
参
照
。

弁
護
士
会
館
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
出
版
部
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
（
二
〇
一
六
年
六
月
）

（
16
）
最
近
で
は
、
行
政
書
士
等
が
こ
の
種
の
契
約
書
の
作
成
の
助
言
を
行
っ
て
い
る
。
例：

う
み
そ
ら
行
政
書
士
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所http://

um
isora.info/top/gyousyo/keiyakusakusei/zyunkon/

（
17
）
日
本
経
済
新
聞

平
成
二
二
年
八
月
三
一
日
夕
刊

（
18
）
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
一
一
号
。
本
法
に
つ
い
て
の
紹
介
は
多
数
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
例
え
ば
、
小
野
寺
理
「
性
同

一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
二
号
、
六
六
―
六
九
頁
、
民
法
学
的
視
点
か
ら
の
も
の
と
し
て
、
棚

村
政
行
「
性
同
一
性
障
害
を
め
ぐ
る
法
的
状
況
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
四
号
、
二
―
四
頁
、
等
参
照
。

（
19
）
な
お
、
平
成
二
〇
年
に
第
三
条
第
一
項
第
三
号
が
改
正
さ
れ
「
現
に
子
が
い
な
い
こ
と
」
が
「
現
に
未
成
年
の
子
が
い
な
い
こ
と
」
に
変
更
さ
れ
、

「
子
無
し
要
件
」
が
緩
和
さ
れ
た
。

（
20
）
小
野
寺
・
前
掲
注（
18
）参
照
。

（
21
）
賛
成：

寺
田
逸
郎
裁
判
官
、
大
橋
正
春
裁
判
官
、
木
内
道
祥
裁
判
官
。
反
対：

大
谷
剛
彦
裁
判
官
、
岡
部
喜
代
子
裁
判
官

（
22
）
本
件
批
評
は
多
数
あ
る
が
、
批
評
を
一
瞥
で
き
る
資
料
と
し
て
、
羽
生
香
織
「
性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す
る
性
別
の
変
更
と
民
法
七
七
二
条
」

法
律
時
報
八
七
巻
一
一
号
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
号
）
特
集
「
親
子
法
の
現
在
と
未
来
」
を
掲
げ
て
お
く
。

（
23
）
法
制
審
議
会
民
法
（
親
子
法
制
）
部
会
は
、
令
和
三
年
二
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
四
回
の
会
議
に
お
い
て
、
民
法
（
親
子
法
制
）
等
の
改
正
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に
関
す
る
中
間
試
案
を
ま
と
め
た
。
中
間
試
案
で
は
、
懲
戒
権
、
嫡
出
推
定
、
再
婚
禁
止
期
間
、
嫡
出
否
認
制
度
、
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
生
ま
れ

た
子
の
父
子
関
係
、
等
に
つ
い
て
見
直
し
や
検
討
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00050.htm

l

（
24
）
生
殖
補
助
医
療
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
婦
人
科
学
会
「
代
理
懐
胎
に
関
す
る
見
解
」（
二
〇
〇
三
年
四
月
）http://w

w
w
.jsog.or.jp/about_us/view

/

htm
l/kaikoku/H

15_4.htm
l

、日
本
学
術
会
議「
代
理
懐
胎
を
中
心
と
す
る
生
殖
補
助
医
療
の
課
題
―
社
会
的
合
意
に
向
け
て
―
」（
二
〇
〇
八
年
四
月
）

http://w
w
w
.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t

56-1.pdf

、
を
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
令
和
二
年
一
二
月
四
日
に
、「
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
お
よ
び
こ
れ
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
特
例
に
関
す
る

法
律
」（
生
殖
医
療
民
法
特
例
法
）
が
第
二
〇
三
回
国
会
で
成
立
し
た
（
令
和
二
年
法
七
六
号
。
同
月
一
一
日
公
布
）。
こ
の
法
案
は
参
議
院
議
員
ら

の
発
議
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
成
立
し
た
法
律
は
、「
第
一
章

総
則
」「
第
二
章

生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
」
及
び
「
第
三
章

生
殖
補
助
医
療

に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
特
例
」
の
三
章
一
〇
カ
条
か
ら
成
る
。
同
法
の
目
的
は
、
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
に
関
す
る

基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
、
国
及
び
医
療
関
係
者
の
責
務
や
国
が
講
ず
べ
き
措
置
と
、
第
三
者
の
卵
子
又
は
精
子
を
用
い
た
生
殖
補
助
医
療
に
よ

り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
あ
る
。

（
25
）
二
〇
二
一
年
一
月
八
日
現
在：

七
四
自
治
体
、
出
典：（

ｃ）

渋
谷
区
・
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
虹
色
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
2
0
2
1

https://nijibridge.jp/data/1100/

（
26
）
本
条
例
に
関
す
る
紹
介
と
し
て
、
大
島
梨
沙
「
渋
谷
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
の
意
義
と
課
題
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
（
七
二
七
号
）
二
〇
一
五
年

八
月
。

（
27
）
「
渋
谷
区
男
女
平
等
及
び
多
様
性
を
尊
重
す
る
社
会
を
推
進
す
る
条
例
」

https://w
w
w
.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114R

G
00000779.htm

l

（
28
）
渋
谷
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
証
明
に
つ
い
て
の
よ
く
あ
る
ご
質
問
」。https://w

w
w
.city.shibuya.tokyo.jp/est/oow

ada/pdf/

partnership_qa.pdf

（
29
）
「
渋
谷
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
証
明

任
意
後
見
契
約
・
合
意
契
約
公
正
証
書
作
成
の
手
引
き
」
平
成
二
七
年
一
〇
月
発
行
参
照
。https://w

w
w
.

city.shibuya.tokyo.jp/est/oow
ada/pdf/partnership3c.pdf

（
30
）
本
条
例
の
制
定
が
、
世
論
に
大
き
な
関
心
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

（
31
）
朝
日
新
聞

二
〇
一
六
年
八
月
六
日
（
東
京
本
社
版
）

（
32
）
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
八
三
号

平
成
二
五
年
一
二
月
二
四
日
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（
33
）
「
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
」（
平
成
一
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
六
一
五
号
）
最
終
改
正：

令
和
二
年
一
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
号

（
34
）
平
成
二
七
年
四
月
三
〇
日

二
七
文
科
初
児
生
第
三
号

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
児
童
生
徒
課
長

（
35
）
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ
（
国
際
人
権
団
体
）
の
報
告
書
「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
」
日
本
の
学
校
に
お
け
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
生
徒
へ
の
い
じ

め
と
排
除
、
二
〇
一
六
年
五
月
。

https://w
w
w
.hrw
.org/ja/new

s/2016/05/06/289496

（
36
）
国
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.ohchr.org/D

ocum
ents/Publications/B

ornFreeA
ndE
qualL

ow
R
es.pdf#search=

'B
orn+
Free+

and+
equal'

（
37
）
自
由
権
規
約
委
員
会

第
九
四
回
会
期

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
三
日
―
三
一
日

規
約
第
四
〇
条
に
基
づ
き
締
約
国
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
の
審
査
自
由
権
規
約
委
員
会
の
最
終
見
解

29.

委
員
会
は
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ
イ
セ
ク
シ
ャ
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
性
転
換
）
の
雇
用
、
住
宅
供
給
、
社
会
保
障
、
健
康
、

教
育
、
そ
の
他
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
分
野
（
例
え
ば
公
営
住
宅
法
第
二
三
条
一
項
が
婚
姻
ま
た
は
婚
姻
関
係
に
な
い
異
性
の
カ
ッ
プ
ル
の
み

を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
婚
姻
し
て
い
な
い
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
公
営
住
宅
を
借
り
ら
れ
な
い
例
や
、
配
偶
者
暴
力
防
止
法
が
同
性
の
パ
ー
ト

ナ
ー
に
よ
る
暴
力
か
ら
の
保
護
を
排
除
し
て
い
る
例
に
あ
る
よ
う
に
）
に
お
け
る
差
別
に
懸
念
を
有
す
る
。（
第
二
条
一
及
び
第
二
六
条
）

締
約
国
は
、
規
約
第
二
六
条
に
関
す
る
委
員
会
の
解
釈
に
則
り
、
差
別
を
禁
止
す
る
事
由
に
性
的
指
向
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
法
律
を
改
正
す

る
こ
と
を
検
討
し
、
未
婚
の
異
性
の
同
棲
カ
ッ
プ
ル
と
同
性
の
同
棲
カ
ッ
プ
ル
が
平
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
りhttp://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/jiyu_kenkai.pdf

（
38
）

C
C
PR
/C
/JPN
/C
O
/6

配
布：

一
般

二
〇
一
四
年
八
月
二
〇
日

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

http://w
w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/files/000054774.pdf

（
39
）
最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
一
日
（
民
集
一
二
巻
五
号
七
八
九
頁
）

な
お
、
判
例
理
論
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
二
宮
周
平
「
事
実
婚
の
判
例
総
合
解
説
」
信
山
社

二
〇
〇
六
年
参
照
。

（
40
）
最
判
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
三
日
（
民
集
一
八
巻
八
号
一
五
七
八
頁
）

（
41
）
最
判
昭
和
四
二
年
二
月
二
一
日
（
民
集
二
一
巻
一
号
一
五
五
頁
）

（
42
）
現
在
は
、
従
来
か
ら
あ
る
事
実
上
・
法
律
上
の
事
情
で
婚
姻
が
で
き
な
い
伝
統
的
な
内
縁
に
対
し
、
主
体
的
、
意
図
的
に
婚
姻
届
を
出
さ
な
い
内

縁
（
新
し
い
タ
イ
プ
の
内
縁
）
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
内
縁
は
、
そ
の
目
的
が
多
様
化
し
て
い
る
。

（
43
）
二
宮
・
前
掲
注（
39
）二
〇
〇
頁
、
棚
村
政
行
「
事
実
婚
・
同
性
婚
の
法
的
保
護
」『
二
一
世
紀
の
法
と
家
族
』
小
野
幸
二
先
生
古
希
記
念
論
集
、
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法
学
書
院
（
二
〇
〇
七
年
）
三
一
四
頁
。

（
44
）
二
宮
・
前
掲
注（
39
）一
五
一
頁
。

（
45
）
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
許
末
恵
「
非
相
続
人
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
配
に
関
す
る
一
考
察
―
内
縁
の
死
亡
解
消
と
財
産
分
与
の
類
推
適
用

を
め
ぐ
っ
て
」『
取
引
法
の
変
容
と
新
た
な
展
開
』
川
井
健
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
三
三
七
頁
以
下
参
照
。
日
本
評
論
社
（
二
〇
〇
七
年
）

（
46
）
二
宮
周
平
「
家
族
法
」（
第
五
版
）
一
五
九
頁

新
世
社
（
二
〇
一
九
年
）

（
47
）
山
口
純
夫
「
内
縁
生
存
配
偶
者
の
財
産
分
与
請
求
権
」
判
例
タ
イ
ム
ス
判
例
レ
ビ
ュ
ー

五
四
三
号
一
三
一
頁
。（
一
九
八
五
年
）

（
48
）
二
宮
・
前
掲
注（
39
）一
五
八
頁
。

（
49
）
棚
村
・
前
掲
注（
43
）三
二
二
頁
。
二
宮
・
前
掲
注（
46
）一
五
八
頁
。
な
お
、
学
説
の
中
に
は
、
生
存
内
縁
配
偶
者
の
保
護
を
実
現
す
る
た
め
に
は

相
続
法
理
に
と
ら
わ
れ
ず
、
別
の
法
理
に
よ
っ
て
図
る
方
が
理
論
的
に
は
一
貫
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
。
許
末
恵
・
前
掲
注（
45
）

三
五
〇
頁
。

（
50
）
二
宮
・
前
掲
注（
39
）一
九
七
頁
。

（
51
）
星
野
英
一
「
家
族
法
」
五
九
頁

放
送
大
学
教
育
振
興
会
（
一
九
九
四
年
）、
内
田
貢
「
民
法
Ⅴ
親
族
・
相
続
」
七
五
頁

東
京
大
学
出
版
会

（
二
〇
〇
二
年
）

（
52
）
憲
法
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
福
嶋
敏
明
「
同
性
婚
と
憲
法

渋
谷
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
証
明
制
度
を
契
機
に
考
え
る
」
時
の
法
令N

o1976

平
成
二
七
年
四
月
三
〇
日
参
照
。

（
53
）
国
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジB
orn
Free

and
E
qual

参
照
。http://w

w
w
.ohchr.org/D

ocum
ents/Publications/B

ornFreeA
ndE
qualL

ow
R
es.pdf#search

=
'B
orn+
Free+

and+
equal'.

（
54
）
前
述
し
た
、
文
科
省
の
取
組
、
雇
用
分
野
に
お
け
る
対
応
や
地
方
自
治
体
に
お
け
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
」
の
制
定
等
。
な
お
、
地
方
自

体
に
お
け
る
取
組
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「『
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
』差
別
禁
止
の
法
制
度
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
―
地
方
自
治
体
か
ら
始
ま
る
先
進
的
取
り
組
み
」

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
法
連
合
会
／
編

か
も
が
わ
出
版
（
二
〇
一
六
年
五
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
55
）
二
宮
・
前
掲
注（
8
）の
戸
籍
時
報
の
論
文
参
照
。

福
嶋
敏
明
・
前
掲
注（
52
）、
加
藤
慶
二
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
差
別
禁
止
法
理
に
つ
い
て
―
直
接
差
別
・
間
接
差
別
・
道
理
的
配
慮
義
務
を
中
心

と
し
て
―
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
九
巻
七
号
四
四
頁
（
二
〇
一
六
年
七
月
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
七
年
三
月
一
七
日
に
、
国
会
に
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
（
性
的

少
数
者
）
に
関
す
る
課
題
を
考
え
る
議
員
連
盟
」
が
発
足
し
、
平
成
二
八
年
二
月
に
自
民
党
の
正
式
な
機
関
と
し
て
「
性
的
指
向
又
は
性
自
認
に
関

す
る
特
命
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成
二
七
年
四
月
五
日
に
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
法
連
合
会
」
が
発
足
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
差
別
禁
止
法
試
案
を
公
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表
し
て
い
る
。

（
56
）
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」（
平
成
六
年
五
月
一
六
日
条
約
第
二
号
）
を
念
頭
に
置
く
。

寺
原
真
希
子
「
セ
ク
シ
ャ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
法
的
問
題
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
九
巻
七
号
四
三
頁
（
二
〇
一
六
年
七
月
）
に
お
い
て
「
人
権
問

題
で
あ
る
と
の
認
識
の
社
会
全
体
で
の
共
有
が
望
ま
れ
る
」
と
す
る
。


